
1 款 1 項 4 目

18 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 26年度以前 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度以降

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 5年間の実績

総係費（人件費除く） 千円 26037 27881 12308 24616
項目 単位 26年度実績 27年度予定 9月末の実績 27年度実績

一般財源 35,423 41,150 99,750 37,885

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

0
県支出金 0 0 0 0

人件費 9,385 13,269 6,634 13,269
国庫支出金 0 0 0

8,042
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 1.18 1.65 0.83 1.65
人件費単価 7,954 8,042 8,042

13,269
合計 0 41,150 99,750 37,885

事業費
直接事業費 26,037 27,881 93,115 24,616
人件費 9,386 13,269 6,635

改善策の
具体的

取り組み

　二次評価追加事項なし。

事業費及び財源内訳
項　　　目 26年度決算 27年度予算 9月末の執行状況 27年度決算

事業の目的

水道使用者情報を電算システムで管理するとともに、検針業務による使用量に応じて料金の賦課・徴収を行
う。

事業の内容

偶数月に検針し、使用水量を確定するとともに、奇数月は料金算定を行い、料金を請求する。料金の収納につ
いては、窓口払い又は口座振替により使用者から徴収する。公平及び公正の観点から滞納者に対しては、厳
格に対応し、給水停止等の滞納整理を行う。

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

　水道事業の経営は、料金収入で成り立っており、本事業は必要不可欠なもので重要な事業である。よって、
確実な料金収入の確保に努めるとともに、滞納者に対しては、電話や文書での納付指導を行い、悪質滞納者
については給水停止の執行を講ずるなど厳格に対応する。

事業の対象 市民（上水道利用者）

根拠法令等
水道法

予算科目

総合計画での位置付け
住環境の整備と生活安全の確保〜はつらつ住みよいまちづくり〜
生活環境の整備

事業の性格 内部管理事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 水道課 電話番号（内線）：

平成27年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業

711
記入者情報 所属長： 野島 康博 担当責任者： 高村 博之

事務事業名 (水道)水道料金収納徴収事業



2二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

意見、課題

課題認識

水道事業経営の根幹である本業務は、必要不可欠なものであり、使用量の減少傾向にある現状におい
て、確実な料金収入の確保に努めるとともに、新規滞納者を作らないなど適切な手段を講じ、悪質滞納者
については、給水停止の執行を講じるなど、適格に対応することで、滞納者の減少と負担の公平性を確
保することにつながるものと考えている。また、来年度からは、コンビニ収納等の新たな納付制度が導入
されるため、更なる徴収率の向上を図りたい。

二次評価

B成果向上の可能性 3
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 3

Cコスト効率

課題認識

水道事業の経営は、料金収入で成り立っており、本事業は必要不可欠なもので重要な事業である。よっ
て、確実な料金収入の確保に努めるとともに、滞納者に対しては、電話や文書での納付指導を行い、悪
質滞納者については給水停止の執行を講ずるなど、厳格に対応することで、滞納者の減少と負担の公平
性を確保することに繫がると考える。なお一層の取組みが必要である。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 4

B

3
受益者負担の適正 3

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 3
市の関与の妥当性 4

有効性
事業の効果 3

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 3

B市民ニーズへの対応 3
市の関与の妥当性 4

効率性
手段の最適性 3

Cコスト効率 3
受益者負担の適正 3

有効性
事業の効果 3

B成果向上の可能性 3

目　　標 97 97 97 97
実　　績 96.4 96.6 0 0

成果指標

成果指標
料金収入済額÷料金調定額＝徴収率（現年度分）

指標設定の
考え方

徴収率（年度比較）を向上させることで、安定した水道事業経営が保たれ、また、水道利用者の公平及び公正
の確保ができる。

区分年度 26年度 27年度 28年度



2
経営者会議の最終判断

事業の方向性
現状のまま継続する。

意見、課題

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


